
◆◆◆自動車安全運転練習日のご案内◆◆◆◆◆◆自動車安全運転練習日のご案内◆◆◆

群馬県総合交通センターでは、初心運転者や自動車の運転経験が少ない方（いわ
ゆる「ペーパードライバー」）などに技能試験コースにおいて、運転の練習をしてい
ただくことにより、交通事故を防止することを目的に自動車安全運転練習日を開設
しました。

練 習 で き る 日 時 や 場 所 、 条 件 な ど

１ 練習出来る日時・場所
(1) 日 時
毎週日曜日（年末年始の休日を除く。）
（注) 各種諸行事等により日曜日に開催できない場合は、原則として前日の
土曜日に行いますが、両日とも開設出来ない場合もあります。
１回目 午前１０時００分～同１０時５０分
２回目 午前１１時００分～同１１時５０分
３回目 午後 １時００分～同 １時５０分
４回目 午後 ２時００分～同 ２時５０分

(2) 場 所
前橋市元総社町８０－４
群馬県総合交通センター技能試験コース（運転免許課長が指定する区域内）

２ 練習できる方
自動車運転免許保有者で、次のいずれかに該当し練習を希望する方
(1) 初心運転者で運転技術の向上を目指す方
(2) いわゆる「ペーパードライバー」の方
(3) その他（高齢運転者等）
４ 練習の条件
(1) 交通安全上の指導や施設管理上の指示に従っていただくこと
(2) 普通免許以上を保有して運転経歴３年以上を有する家族等が同乗指導すること。
(3) 運転練習車両は、１回の練習時間帯に１０台まで、１人当たりの練習回数は、
１日２回を上限とします。
５ 練習に使用できる車両
自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険に加入している「普通乗用自動車」
又は「軽四乗用自動車」を持ち込んで、練習していただきます。
※ 任意保険は、年齢、その他の条件に適合していることが必要です。

持 参 し て い た だ く も の

１ 練習者、指導者ともに運転免許証及び印鑑
２ 使用する車両の自動車損害賠償責任保険証、任意自動車保険証、車検証

申 込 の 方 法

１ 申込はすべて「予約制」です。
※ 予約状況によっては、予約を受けられない場合があります。
２ 予約方法等
練習希望日の１ヶ月前から練習希望日直前の金曜日までに予約してください。
予約は、月曜日から金曜日（祝日・年末年始の休日を除く。）の午前８時３０分
から午後５時までの間にお願いします。
３ 予約電話番号
０２７－２５３－９３００（内線）２９１、２９２


